
１  埼玉県内公共図書館等における資料保存に関する調査の結果  

 

貴施設の資料保存体制について、以下の質問にお答えください。  

 

質問１．収蔵能力   開架  約（      ）冊   閉架  約（      ）冊  

 

質問２．蔵書数    開架  約（      ）冊   閉架  約（      ）冊  

＊質問１，２とも平成２４年度末の数値で御記入ください。  

＊複数館をお持ちの市町村は、自治体内の合計数をお書き下さい。  

 

収蔵能力（冊）  蔵書数（冊）  収蔵率  

（％）  開架  閉架  計  開架  閉架  計  

10 ,734 ,900   7 ,067 ,100   17 ,802 ,000   12 ,684 ,254    6 ,381 ,830    19 ,066 ,084    107 .1  

※平成２４年度末現在  

※収蔵能力不明の館を除いた値  

 

現在の埼玉県内公共図書館等全体の収蔵可能冊数は、17,802,000 冊。それに対し、蔵書

冊数は 19,066,084 冊であり、収蔵可能冊数を 1,264,084 冊超過している。  

平成 16 年度実施した資料保存に関するアンケート調査時点と比較すると、収蔵可能冊数は

414,864 冊の増加（前回 17,387,136 冊。ただし、今回不明の館が９館と前回の２館に比べ

多かったため、実態は、もっと増加していると思われる）であるのに対し、全体の蔵書冊

数（収蔵能力不明の館を含む）は 22,327,814 冊であり、前回（ 18,301,604 冊）より 4,026,210

冊と大幅に増えている。  

 

収蔵率（％） ～８０  ～９０  ～１００  ～１１０  ～１５０  ～２００  ～２１０  

図書館数  ４  ４  １５  １４  １３  ２  ２  

 

 

 



 

 

収蔵率については、有効回答５４館（不明：８、未回答１）のうち、収蔵率１００％以

上の図書館が３１館となっており、約６割の図書館が収蔵能力を超えている。また、残り

の２３館のうち１５館が収蔵率９０％以上となっている。なお、蔵書数全体における収蔵

率は、１０７．１％であり、前回調査時（１０７．５％）とほほ同じ結果となっている。  

 

質問３．単館所蔵リストの活用状況について該当するものを回答欄に御記入ください。          

（ｂ、ｃの冊数が不明の場合は、「冊数は不明」を丸で囲んでください）  

回答欄３（   ） 

   ａ．単館所蔵リストを活用していない  

   ｂ．単館所蔵リストの資料が除籍予定処理時にヒットすることがある  

→年間（  ）冊程度  うち汚破損・紛失等で実際に除籍した資料（  ）冊程度  

 （年によって異なるため、およその数で構いません）  

 ・冊数は不明  

   ｃ．単館所蔵リストの資料は除籍予定処理をする前にわかるようにしているが、  

     可能であれば除籍したいと思うものがある  

     →年間（  ）冊程度  うち汚破損・紛失等で実際に除籍した資料（  ）冊程度  

      ・冊数は不明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単館所蔵リストを活用している図書館は、全体の約６割であった。  

 

 

 

 ｂ：ヒット数－除籍数、ｃ：除籍予定数－除籍数  

ａ  ２３  －  

ｂ  １８  10-5、 100-100、 2-0、 10-0、不明 11、無回答 3 

ｃ  ２４  10、 1-0、 60-2、 5-0、 5-0、不明 18、無回答 1 



 

 

質問４．図書館ネットワーク専門委員会では、単館所蔵資料の保存方法として、「共同保

存方式」（共同保存場所を使いその収蔵可能な冊数の範囲で保存する方法）と現在

のような県内各館で保存が必要な資料を分担して保存する「分担保存方式」を比較

検討しています。次のうち、貴館の御意見に近いものはどれですか。ａ～ｄの内、

該当するものを回答欄に御記入ください。           回答欄４（   ） 

   ａ．共同保存場所が完成した場合は、共同保存場所で所蔵できる分のみ保存し、  

     分担保存はやめる  

   ｂ．共同保存場所が完成しても、分担保存を続けることは構わないが、分野等に  

     よっては、保存しない  

   ｃ．共同保存場所が完成しても、現状の分担保存を続ける必要がある  

   ｄ．その他（                              ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存方法については、共同保存方式と共同保存と分担保存の併用方式がほぼ同数と

いう結果となった。  

 

問５．現在、各館で保存していただいている単館所蔵資料について、今後も継続して保存

した方が良いと考えられるもの５つ、保存の必要がないと思われるもの５つを下記

の「あ」～「な」から選んで該当するものを回答欄に御記入ください。  

ＮＤＣの分類番号で御記入くださっても構いません。  

あ．単館所蔵の資料全て  

い．日本の小説  

う．外国の小説  

え．小説・エッセイ全般  

お．ＩＴ関係  

か．旅行案内  

き．法律関係  

く．年鑑・年報・統計書・白書類  

ａ  ２８  

ｂ  ２６  

ｃ  ５  

ｄ  ３  



 

 

け．医学関係  

こ．ベストセラー本  

さ．手芸・工作  

し．料理関係  

す．文庫本  

せ．写真集  

そ．外国語資料  

た．文学全集  

ち．実用書  

つ．本体価格が一定以上の資料  

て．本体価格が一定以下の資料  

と．利用が一定期間ないもの  

な．その他（                                ） 

回答欄５  

優先的に保存  １     ２     ３     ４     ５      

保存不要    １     ２     ３     ４     ５      

 

 

 

優先的に保存  保存不要  

あ．単館所蔵の資料全て  １０  ０  

い．日本の小説  ２６  ０  

う．外国の小説  １９  １  

え．小説・エッセイ全般  ３７  ０  

お．ＩＴ関係   ０  ４１  

か．旅行案内   １  ４９  

き．法律関係  １３  １２  

く．年鑑・年報・統計書・白書類  ４５  ３  

け．医学関係   ５  １６  

こ．ベストセラー本  １１  ９  

さ．手芸・工作   １  ２３  

し．料理関係   １  ３２  

す．文庫本   ４  ６  

せ．写真集  １４  ２  

そ．外国語資料  １７  ３  

た．文学全集  ３４  １  

ち．実用書   ４  ２７  

つ．本体価格が一定以上の資料  １６  ０  

て．本体価格が一定以下の資料   ０  ３  



 

 

と．利用が一定期間ないもの   １  １１  

な．その他   ５  ７  

 

優先的に保存と保存不要のそれぞれ上位５項目は、以下の通り。  

順位  １  ２  ３  ４  ５  

優先的に保存  年 鑑 ・ 年

報 ・ 統 計

書・白書類  

小説・エッ

セイ全般  

文学全集  日本の小説  外国の小説  

保存不要  旅行案内  ＩＴ関係  料理関係  実用書  手芸・工作  

 

その他  

・館によって必要な資料というのは利用者の特性によるものであるからアンケートだけの

結果では難しい（春日部市）。  

・新版が出て旧版になったもの（川口市）  

・優先的に保存  分類： 360、 370、 380、 590 保存不要  分類： 030、 330（川島町）  

・資料的価値がなくなったもの（坂戸市）  

・絵本（幸手市）  

・心理学関係（狭山市）  

・国立国会図書館未所蔵（戸田市）  

・アニメキャラクター等の絵本（東松山市）  

・汚・破損以外は処分しない（松伏町）  

・旅行案内  保存年限５年（吉川市）  

・出版年が古く、一定期間利用のないもの金額の低いものは除籍の際に、プラスアルファ

として考慮しています。（吉川市）  

・内容が古くなったことで使えなくなった資料（当館の場合は、1993 年出版の首都圏の旅

行ガイドや『重点解説法人税申告の実務  平成 21 年版』が単館所蔵本に該当していま

す）は除籍しても良いのではないかと思います。（北本市）  

・発行からある程度期間が経過し資料価値のなくなるものは除籍しても良いのではないか

と思います。（鴻巣市）  

 

質問６．雑誌の保存について該当するものを回答欄に御記入ください。  

    回答欄６（   ）  

   ａ．現状どおり県立図書館のみで保存  

   ｂ．市町村立図書館でも分担保存を検討した方が良い  

   ｃ．その他  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他：雑誌については、市町村立図書館の収蔵可能スペースに差があることも

想定され、今後は県の統合される予定の図書館の計画いかんによるとこ

ろが大きいと思われ、回答もそれにより、判断されるものではないでし

ょうか。（杉戸町）」  

 

雑誌の保存については、現状どおり県立図書館のみで保存という回答が大多数を占

めた。  

 

質問７．音楽資料の保存について該当するものを回答欄に御記入ください。    

回答欄７（   ）  

   ａ．利用できる状況で除籍することはほとんどないため検討不要  

   ｂ．図書同様に検討する必要がある  

   ｃ．その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ  ５９  

ｂ  ２  

ｃ  １  

ａ  ４２  

ｂ  １４  

ｃ  ６  



 

 

その他  

・音楽については、国立国会図書館の音楽・映像資料室に負えばよいと思う（志

木市）  

・音楽資料に付き、現状は除籍を考慮していないが、近い将来除籍・廃棄が必

要になると思われるので継続検討事項として頂きたい。（伊奈町）  

 

音楽資料の保存については、約７割（６８％）の図書館が検討不要との回答であ

った。  

 

質問８．その他、資料保存について御意見等ございましたら、御記入ください。  

 

・共同保存場所で保存する郷土資料等で、スペース上等保存不可となる資料についての除

籍・廃棄時の連絡体制及び、必要とする館への移動・保存体制の確立を望む。（伊奈町） 

・郷土資料をどう扱うかを検討すべきと考えます。（志木市）  

・保存しておきたいのはやまやまですが、開架も書庫も余裕がありません。汚・破損がひ

どく閲覧・貸し出しできない状態の本は、単館所蔵であっても除籍することはやむを得

ないのではないでしょうか。（桶川市）  

・現状、収蔵能力を超え県内に１冊保存も困難な状況になっています。雑誌の分担収集も

過去に県立図書館が保存開始する前に実施していたことで、飽和状態の市町村立図書館

では不可能です。（春日部市）  

・各館とも収蔵能力が限界に近いと思われます。当館では、閉架書庫での分担保存を始め

て行きます。単館所蔵リストは活用できていませんが、県内 1 冊かの確認は、除籍時に

確認するようにしています。（熊谷市）  

・県単位での協力体制の必要性は、感じるものの県内１冊本となるのは、専門書、良書あ

るいは、その対極に位置する資料が多く、後者の場合は役割とはいえ検討する必要があ

るのではないでしょうか。（越谷市）  

・資料保存の観点からみると、不要な資料というものはないと考えます。単館所蔵資料の

多くは一般の利用はほとんどなく、年数回の相互貸借による貸出が主となり、保存の必

要性は強く感じていますが、各館の扱いよりは共同保存資料として活用した方が有効活

用できるのではないかと考えております。（滑川町）  

・最後の 1 冊に該当しようがしまいが、必要な本は保存しています。ですから廃棄しよう

として、それが保存図書であるのは当然かなりの負担になります。 埼玉県全体として、

所蔵しているものは（各館の事情とは別に）保存していきたいと考えスタートしたと、

聞いています。ただ総合的に保管する施設の確保（県立図書館新館建設・広域保存館）

までの、一時的措置とも聞いています。すでに 10 年近く経過し、各館の負担が重くな

ってきているのが事実です。かといって、質問 5 のような振り分けで廃棄するのでは、

そもそもの目的がぼやけてしまうと考えられます。（館によって分類が一致しません。体

験談を 916 のルポとするか、各ジャンルにしているか等を含め。またカジュアルな本で



 

 

も時代背景を確認するのに重要になったりします。） できれば、総合的に保存の必要の

有無を査定する機関が必要なのではないかと考えます。そうなると一刻も早い保存館の

設立を声に出していかざるを得ないと思われます。それで、協力者会議で提案しました。  

「保存館の構想は完全にありえなくなっている」というのでしたら、そもそもの保存目

的を見直し、どの範囲の資料の保存を必要とするか、から検討すべきだと思います。問

5 の設問では、将来貸して欲しい（保障したい資料）というより、捨ててしまいたいも

のの選定に傾かないかと不安を感じます。（ふじみ野市）  

・一度は除籍対象（保存価値がない）と判断したが、県内単館所蔵ということでやむなく

保存している資料の行き先が決まるのはありがたいことだと思います。ただ、新たに保

存場所が出来てもなんでもそこに送ればよいということではないことを共通認識として

持ち、そのための基準作りが必要だと思います。もちろんそれは大変な作業かと思いま

す。（三郷市）  

・共同保存場所があれば一括して管理できるので良いと思います。汚破損状態でも県内 1

点のため保存している資料の今後などもまたご検討いただきたいです。（宮代町）  

・利用のなくなった古い資料を単館所蔵としていつまでも保存するのは無理である。（書庫

の蔵書能力の限界）（三芳町）  



２　埼玉県内公共図書館等における資料保存に関する調査結果

計 計

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な

上尾 268,200 156,600 424,800 350,968 205,958 556,926 131.1% ｂ、ｃ　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

朝霞 360,000 200,000 560,000 360,000 199,000 559,000 99.8%
b　年間10冊程度。実際に除籍
した資料5冊程度。

a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

伊奈 37,000 20,000 57,000 61,000 58,000 119,000 208.8% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

入間 不明 不明 不明 375,836 176,305 552,141 不明 a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

小鹿野 不明 不明 不明 45,237 4,704 49,941 不明 a b 1 1 1 1 b b

小川 174,000 76,000 250,000 263,500 105.4% c　冊数は不明 c 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

桶川 155,500 59,100 214,600 166,500 60,600 227,100 105.8% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

越生 70,000 10,000 80,000 65,000 5,000 70,000 87.5% a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

春日部 215,000 118,000 333,000 352,539 322,740 675,279 202.8% b、c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 a c

加須 400,000 210,000 610,000 343,812 142,117 485,929 79.7% b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

神川 33,000 - 33,000 31,389 330 31,719 96.1% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

上里 87,000 27,000 114,000 87,034 27,281 114,315 100.3% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

川口
不明

中央200,000
不明

中央300,000
不明 832,591 404,790 1,237,381 不明 b　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a 質問5　な．その他（新版が

出て旧版になったもの）

川越 不明 不明 不明 820,239 不明 b　冊数は不明 a 1 a a

川島 72,000 40,000 112,000 71,500 35,000 106,500 95.1% c　冊数は不明 b 1 1 1 1 a b
質問5　優先的に保存　分類：
360、370、380、590　保存不
要　分類：030、330

北本 120,000 55,000 175,000 119,289 53,728 173,017 98.9% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

行田 172,000 121,400 293,400 173,876 86,657 260,533 88.8% a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

久喜市 246,000 85,000 331,000 311,000 126,000 437,000 132.0% b　冊数は不明 d 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

熊谷市 250,000 170,000 420,000 287,856 163,473 451,329 107.5% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

鴻巣 132,000 84,000 216,000 204,579 106,588 311,167 144.1% c b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a c

越谷 249,000 191,000 440,000 377,412 194,126 571,538 129.9% b d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a c

さいたま 1,833,000 1,656,000 3,489,000 2,413,754 1,033,070 3,446,824 98.8% a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

坂戸 253,000 297,804 117.7% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a
質問5　な．その他（資料
的価値がなくなったも
の）

幸手 175,000 50,000 225,000 177,268 50,877 228,145 101.4% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a 質問5　な．その他（絵
本）

狭山 140,000 285,000 425,000 207,292 408,469 615,761 144.9% b　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a 質問5　な．その他（心理
学関係）

志木 330,000 100,000 430,000 300,000 9,000 309,000 71.9% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

白岡 55,000 30,000 85,000 57,000 32,000 89,000 104.7% a b 1 1 1 1 1 a b

杉戸 171,200 95,000 266,200 152,364 14,393 166,757 62.6% a c 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

草加 200,000 300,000 500,000 200,000 290,000 490,000 98.0% b　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

秩父 180,000 170,000 350,000 180,000 160,000 340,000 97.1% c　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 b a

鶴ヶ島 290,000 110,000 400,000 316,672 183,676 500,348 125.1% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

ときがわ 46,000 32,000 78,000 49,616 34,000 83,616 107.2% a b 1 1 1 1 a a

所沢 552,000 325,000 877,000 567,000 336,000 903,000 103.0% c b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

戸田 220,000 170,000 390,000 227,000 180,000 407,000 104.4%
b　年間100冊程度　実際に除籍
した資料100冊程度

a 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

長瀞 20,000 不明 20,000 19,941 不明 19,941 99.7% a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

滑川 70,000 30,000 100,000 76,000 33,000 109,000 109.0% c　冊数は不明 a 1 a b

新座 216,000 380,000 175.9% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

蓮田 140,000 70,000 210,000 178,473 71,849 250,322 119.2% b　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

鳩山 不明 不明 不明 76,000 61,000 137,000 不明 c　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 a a

263,500

鴻巣市
発行からある程度期間が経過し資料価値のなくな
るものは除籍しても良いのではないかと思います。

820,239

質問１　収蔵能力　　＊平成２４年度末

市町村名 開架（冊） 閉架（冊）

伊奈町
共同保存場所で保存する郷土資料等で、スペース上等
保存不可となる資料についての除籍・廃棄時の連絡体
制及び、必要とする館への移動・保存体制の確立を望
む。音楽資料に付き、現状は除籍を考慮していないが、
近い将来除籍・廃棄が必要になると思われるので継続
検討事項として頂きたい。

熊谷市
各館とも収蔵能力が限界に近いと思われます。当
館では、閉架書庫での分担保存を始めて行きます。
単館所蔵リストは活用できていませんが、県内1冊
かの確認は、除籍時に確認するようにしています。

216,000 380,000

253,000 297,804

越谷市
県単位での協力体制の必要性は、感じるものの県
内１冊本となるのは、専門書、良書あるいは、その
対極に位置する資料が多く、後者の場合は役割と
はいえ検討する必要があるのではないでしょうか。

志木市
音楽については、国立国会図書館の音楽・映像資
料室に負えばよいと思う。郷土資料をどう扱うかを
検討すべきと考えます。

桶川市
保存しておきたいのはやまやまですが、開架も書庫も余
裕がありません。汚・破損がひどく閲覧・貸し出しできな
い状態の本は、単館所蔵であっても除籍することはやむ
を得ないのではないでしょうか。

春日部市
現状、収蔵能力を超え県内に１冊保存も困難な状
況になっています。雑誌の分担収集も過去に県立
図書館が保存開始する前に実施していたことで、飽
和状態の市町村立図書館では不可能です。

春日部市
質問5　な．その他（館に
よって必要な資料というの
は利用者の特性によるも
のであるからアンケートだ
けの結果では難しい。）

戸田市
質問5　な．その他（国立
国会図書館未所蔵）

杉戸町
単館所蔵に係る「共同保存場所」は別にしても、雑
誌については、市町村立図書館の収蔵可能スペー
スに差があることも想定され、今後は県の統合され
る予定の図書館の計画いかんによるところが大き
いと思われ、回答もそれにより、判断されるもので
はないでしょうか。

滑川町
資料保存の観点からみると、不要な資料というものはな
いと考えます。単館所蔵資料の多くは一般の利用はほ
とんどなく、年数回の相互貸借による貸出が主となり、
保存の必要性は強く感じていますが、各館の扱いよりは
共同保存資料として活用した方が有効活用できるので
はないかと考えております。

ふじみ野市
最後の1冊に該当しようがしまいが、必要な本
は保存しています。ですから廃棄しようとして、
それが保存図書であるのは当然かなりの負担
になります。　埼玉県全体として、所蔵している
ものは（各館の事情とは別に）保存していきた
いと考えスタートしたと、聞いています。ただ総
合的に保管する施設の確保（県立図書館新館
建設・広域保存館）までの、一時的措置とも聞
いています。　すでに10年近く経過し、各館の
負担が重くなってきているのが事実です。かと
いって、質問5のような振り分けで廃棄するの
では、そもそもの目的がぼやけてしまうと考え
られます。（館によって分類が一致しません。
体験談を916のルポとするか、各ジャンルにし
ているか等を含め。またカジュアルな本でも時
代背景を確認するのに重要になったりしま
す。）　できれば、総合的に保存の必要の有無
を査定する機関が必要なのではないかと考え
ます。そうなると一刻も早い保存館の設立を声
に出していかざるを得ないと思われます。それ
で、協力者会議で提案しました。　「保存館の
構想は完全にありえなくなっている」というので
したら、そもそもの保存目的を見直し、どの範
囲の資料の保存を必要とするか、から検討す
べきだと思います。問5の設問では、将来貸し
て欲しい（保障したい資料）というより、捨てて
しまいたいものの選定に傾かないかと不安を

北本市
内容が古くなったことで使えなくなった資料（当館の
場合は、1993年出版の首都圏の旅行ガイドや『重
点解説法人税申告の実務　平成21年版』が単館所
蔵本に該当しています）は除籍しても良いのではな
いかと思います。

備考

 収蔵率

※収蔵能
   力不明
   館を除
く

全体(冊） 全体(冊）

優先的に保存 保存不要

質問２　蔵書数　　　　＊平成２４年度末

開架（冊） 閉架（冊）

質問３　単館所蔵リストの活用状況

ａ．活用していない
ｂ. リストの資料が除籍予定処理時に
ヒットすることがある
C. リストの資料は除籍予定処理をする
前にわかるようにしているが、可能であ
れば除籍したいと思うものがある

質問４　保存方法（共同保存
方式と分担保存方式）

ａ．共同保存場所が完成した場合
は、共　同保存場所で所蔵できる分
のみ保存し、分担保存はやめる
ｂ．共同保存場所が完成しても、分
担保存を続けることは構わないが、
分野等に
よっては、保存しない
ｃ．共同保存場所が完成しても、現
状の分担保存を続ける必要がある
ｄ．その他

質問５　継続して保存した方が良いと考えられるもの５つ、保存の必要がないと思われるもの５つを下記の「あ」～「な」
から選択

あ．単館所蔵の資料全て　い．日本の小説　う．外国の小説　え．小説・エッセイ全般　お．ＩＴ関係　か．旅行案内　き．法律関係
く．年鑑・年報・統計書・白書類　け．医学関係　こ．ベストセラー本　さ．手芸・工作　し．料理関係　す．文庫本　せ．写真集　そ．外国語資料　た．文学全集
ち．実用書　つ．本体価格が一定以上の資料　て．本体価格が一定以下の資料　と．利用が一定期間ないもの　な．その他

質問６　雑誌の保存

ａ．現状どおり県立図書館のみで
保存
ｂ．市町村立図書館でも分担保存
を検討した方が良い

ｃ．その他

質問７　音楽資料の保存

ａ．利用できる状況で除籍すること
はほとんどないため検討不要
ｂ．図書同様に検討する必要があ
る
ｃ．その他

質問８　その他

資料保存についての意見等



２　埼玉県内公共図書館等における資料保存に関する調査結果

羽生 100,000 70,000 170,000 102,000 71,000 173,000 101.8% c　年間10冊程度 b 1 1 1 1 1 1 1 a a

飯能 100,000 200,000 300,000 80,000 73,000 153,000 51.0% b　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

東秩父 未回答

東松山 148,000 220,000 368,000 442,500 22,500 465,000 126.4% b,c　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b 質問5　な．その他（アニメ
キャラクター等の絵本）

日高 100,000 100,000 200,000 105,000 88,000 193,000 96.5% b b 1 1 1 1 1 a a

深谷 218,400 161,000 379,400 215,900 158,500 374,400 98.7%
b　年間2冊程度　実際に除籍した資料0冊
c　年間1冊程度　実際に除籍した資料0冊 b 1 1 1 1 1 1 1 a a

富士見 306,600 205,000 511,600 306,600 204,600 511,200 99.9% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

ふじみ野 175,000 227,000 402,000 280,337 242,436 522,773 130.0%
c　年間60冊程度 実際に除籍した資料2冊
程度（実際数は不明、体感的冊数です。） a 1 a c

本庄 105,000 45,000 150,000 137,000 83,500 220,500 147.0% b　冊数は不明 b a b

松伏 40,000 - 40,000 39,500 - 39,500 98.8% a d その他（単館所蔵資料がない） 1 1 c a
質問4　d その他（単館所蔵資料がな
い）　質問5　な．その他（汚・破損以
外は処分しない）

三郷 367,000 163,000 530,000 382,500 177,900 560,400 105.7% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

美里 不明 不明 不明 32,123 4,988 37,111 不明 a b 1 1 1 1 1 1 1 a a

皆野 23,000 - 23,000 21,000 - 21,000 91.3% a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

宮代 不明 不明 不明 117,000 127,000 244,000 不明 a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b

三芳 165,000 75,000 240,000 165,492 91,222 256,714 107.0% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

毛呂山 120,000 80,000 200,000 130,000 90,000 220,000 110.0% c　冊数は不明 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

八潮 180,000 170,000 350,000 152,101 130,786 282,887 80.8% c　冊数は不明 c 1 1 1 1 1 1 1 a c

横瀬 40,000 10,000 50,000 37,821 8,649 46,470 92.9% c　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

吉川 235,000 130,000 365,000 252,000 139,000 391,000 107.1% a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

吉見 50,000 25,000 75,000 94,000 44,000 138,000 184.0% c　冊数は不明 b 1 1 1 1 1 1 1 a c

寄居 150,000 50,000 200,000 118,000 43,000 161,000 80.5% a b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

嵐山 40,000 40,000 80,000 59,000 40,000 99,000 123.8%c　年間5冊程度　実際に除籍した資料0冊程度 b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

和光 140,000 50,000 190,000 136,065 50,805 186,870 98.4%c　年間5冊程度　実際に除籍した資料0冊程度 b 1 1 1 1 a b

蕨 不明 不明 不明 106,366 77,551 183,917 不明 b　年間10冊程度　実際に除籍した資料0冊 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a

計 10,734,900 7,067,100 17,802,000 15,089,646 7,238,168 22,327,814 ※107.1% a:23 b:18 c:24 a:28 b:26 c:5 d:3 10 26 19 37 0 1 13 45 5 11 1 1 4 14 17 34 4 16 0 1 5 0 0 1 0 41 49 12 3 16 9 23 32 6 2 3 1 27 0 3 11 7 a:59 b:2 c:1 a:42 b:14 c:6

10 4 5 2 14 13 8 1 11 9 13 13 12 7 6 3 12 6 14 13 11 14 14 13 14 2 1 7 11 6 9 5 3 10 12 11 13 4 14 11 8 10

吉川市
質問５においては「つ」「て」「と」がジャンルが
違うようでしたので、回答欄に入れませんでし
たが、出版年が古く、一定期間利用のないも
の金額の低いものは除籍の際に、プラスアル
ファとして考慮しています。例えば、旅行案内
の保存期限は５年です。

順位：質問５(優先的に保存／保存不要）

三芳町
利用のなくなった古い資料を単館所蔵としていつま
でも保存するのは無理である。（書庫の蔵書能力の
限界）

宮代町
共同保存場所があれば一括して管理できるので良
いと思います。汚破損状態でも県内1点のため保存
している資料の今後などもまたご検討いただきたい
です。

三郷市
一度は除籍対象（保存価値がない）と判断したが、
県内単館所蔵ということでやむなく保存している資
料の行き先が決まるのはありがたいことだと思いま
す。ただ、新たに保存場所が出来てもなんでもそこ
に送ればよいということではないことを共通認識とし
て持ち、そのための基準作りが必要だと思います。
もちろんそれは大変な作業かと思います。

ふじみ野市
最後の1冊に該当しようがしまいが、必要な本
は保存しています。ですから廃棄しようとして、
それが保存図書であるのは当然かなりの負担
になります。　埼玉県全体として、所蔵している
ものは（各館の事情とは別に）保存していきた
いと考えスタートしたと、聞いています。ただ総
合的に保管する施設の確保（県立図書館新館
建設・広域保存館）までの、一時的措置とも聞
いています。　すでに10年近く経過し、各館の
負担が重くなってきているのが事実です。かと
いって、質問5のような振り分けで廃棄するの
では、そもそもの目的がぼやけてしまうと考え
られます。（館によって分類が一致しません。
体験談を916のルポとするか、各ジャンルにし
ているか等を含め。またカジュアルな本でも時
代背景を確認するのに重要になったりしま
す。）　できれば、総合的に保存の必要の有無
を査定する機関が必要なのではないかと考え
ます。そうなると一刻も早い保存館の設立を声
に出していかざるを得ないと思われます。それ
で、協力者会議で提案しました。　「保存館の
構想は完全にありえなくなっている」というので
したら、そもそもの保存目的を見直し、どの範
囲の資料の保存を必要とするか、から検討す
べきだと思います。問5の設問では、将来貸し
て欲しい（保障したい資料）というより、捨てて
しまいたいものの選定に傾かないかと不安を
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